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衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
政
府
に
よ
る
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
し
た
者
の
世
帯
を
対
象
に

新
生
活
を
経
済
的
に
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
補
助
の
対
象
と
な
る
世
帯
の
夫
婦
の
年
齢
要
件
を
三
十
四
歳
以
下
か
ら
三
十

九
歳
以
下
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
世
帯
の
所
得
要
件
を
三
百
四
十
万
円
未
満
か
ら
四
百
万
円
未
満
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

お
尋
ね
の
「
世
帯
数
」
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
が
、
具
体
的
な
増
加
数
に
つ
い
て
は
、
現
在
推
計
作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
政
策
的
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
少
子
化
対
策
の
一
層
の
推
進
が
図
ら
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

本
事
業
は
、
新
規
に
婚
姻
し
た
者
の
世
帯
に
対
す
る
支
援
と
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
世
帯
を
構

成
し
て
い
る
夫
婦
の
合
計
所
得
を
要
件
と
す
る
こ
と
が
、
世
帯
の
家
計
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
観
点
か
ら
合
理
性
が
あ

る
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
主
た
る
生
計
者
の
所
得
」
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
、
検
討
し
て
い
な
い
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

本
事
業
は
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
現
在
、
二
百
八
十
九
市
町
村
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
全
市
区
町
村
の
数
に
対
す
る
割



 

２ 

 

合
は
、
約
十
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
導
入
す
る
市
区
町
村
の
有
無
に
よ
る
都
道
府
県
の
偏
差
」
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
う
ち
、
本
事

業
を
実
施
し
て
い
る
市
区
町
村
が
存
在
し
な
い
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
こ
れ
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
の
割
合
が
三
割
以
上

の
も
の
も
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

本
事
業
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
の
判
断
に
よ
り
、
そ
の
実
情
に
応
じ
て
補
助
上
限
額
を
設
定
す
る
こ
と

を
妨
げ
て
お
ら
ず
、
政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
補
助
に
地
域
毎
の
傾
斜
を
つ
け
る
こ
と
」
は
、
現
時
点
で
は
検
討

し
て
い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

「
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
」
（
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
実
効
性
の
あ
る
少
子
化
対
策
を

進
め
る
た
め
、
住
民
に
身
近
な
存
在
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
結
婚
、
妊
娠
・
出
産
、
子
育
て
し

や
す
い
環
境
の
整
備
に
取
り
組
み
、
国
が
そ
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
の
取
組
を
支
援
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
御
指
摘
の
「
結
婚
新
生
活
支
援
を
国
の
事
業
と
し
て
全
額
国
費
で
行
う
こ
と
」
は
、
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
。 



 

３ 

 

六
に
つ
い
て 

 
 

現
在
、
子
や
孫
の
結
婚
、
出
産
及
び
子
育
て
の
税
制
上
の
支
援
と
し
て
、
祖
父
母
や
両
親
か
ら
、
二
十
歳
以
上
五
十
歳
未

満
の
子
又
は
孫
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
等
に
、
結
婚
・
子
育
て
資
金
を
一
括
し
て
拠
出
し
た
場
合
、
そ
の
結
婚
・
子
育
て

資
金
に
つ
い
て
、
千
万
円
ま
で
を
非
課
税
と
す
る
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
を
講
じ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
新
婚
世
帯
へ
の
所
得
減
税
」
は
、
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
。 


